
１－１ 

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見

を求められた令和３年９月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府

教育委員会事務決裁規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回

答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

令和３年９月 29 日 

大阪府教育委員会       

〇事件議決案 

１ 指定公立国際教育学校等管理法人の指定の件 

〇条例案 

１ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等一部改正の件 

２ 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件 

３ 職員の懲戒に関する条例一部改正の件 

４ 大阪府立学校条例等一部改正の件 

＜参考＞ 

  〇大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教

育長がその事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会

議において報告し、その承認を受けるものとする。 



１－２

○事件議決案

番号 件     名 概          要

１ 指定公立国際教育

学校等管理法人の

指定の件

国家戦略特別区域法第１２条の３第１項の規定により、指定

公立国際教育学校等管理法人を指定するもの。

指 定 期 間  令和４年１月１日から 

令和11年３月31日まで 

指定する法人 学校法人 大阪ＹＭＣＡ

○条例案

番号 件     名 概          要

１ 職員の勤務時間、

休日、休暇等に関

する条例等一部改

正の件

 公務におけるいわゆるフレックスタイム制度を導入するた

め、職員の申告を経て、任命権者が公務の運営に支障がないと

認める場合に週休日及び勤務時間を割り振ることができる旨の

規定を追加する。

 〔主な改正内容〕

・始業及び終業の時刻について、４週間を超えない範囲内で１

週間当たり３８時間４５分となるように勤務時間を割り振る

ことができることとする。

・子の養育又は配偶者等の介護をする職員その他これに類する

状況にある職員の始業及び終業の時刻について、週休日の特

例を設け、及び勤務時間を割り振ることができることとす

る。

    施行日：令和４年１月１日

 〔関係条例〕

・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

・職員の給与に関する条例

・職員の育児休業等に関する条例

・一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

２ 職員の特殊勤務手

当に関する条例一

部改正の件

国家公務員について、防疫等作業手当の対象業務のうち心身

に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事したときの

特殊勤務手当に関する規定が追加されたことに伴い、同趣旨の

規定を追加する。

・発熱その他の感染症の症状を呈する者に接する業務

  １日 ５８０円

    施行日：公布の日



１－３

３ 職員の懲戒に関す

る条例一部改正の

件

 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に

関する条例の改正により、盗撮等の卑わいな行為について、公

共の場所又は乗物等以外の場所で行われるものについても禁止

の対象に含められたことに伴い、非違行為である痴漢行為、盗

撮等に係る規定について、同趣旨の改正を行う。

    施行日：公布の日

４ 大阪府立学校条例

等一部改正の件

指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理

に関する条例の制定に伴い、次のとおり所要の改正を行う。

〔主な改正内容〕

・大阪府立学校条例の一部改正

 公立国際教育学校等について、大阪府立学校条例の教職員の

人事に関する規定の適用を除外する。

・大阪府個人情報保護条例の一部改正

 指定管理者又は公の施設が対象となる規定に指定公立国際教

育学校等管理法人又は公立国際教育学校等を追加する。

・大阪府外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正

 包括外部監査人が監査することができる対象に、指定公立国

際教育学校等管理法人を追加する。

    施行日：令和４年１月１日ほか



１－４

第17号議案 

指定公立国際教育学校等管理法人の指定の件 

国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の３第１項の規定により、大阪府立水都国際中学校及び大阪

府立水都国際高等学校の指定公立国際教育学校等管理法人を次のとおり指定する。 

令和３年９月29日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   

指 定 期 間  令和４年１月１日から令和11年３月31日まで

指定する法人  住所 大阪市西区土佐堀一丁目５番６号

         名称 学校法人大阪ＹＭＣＡ
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

任
命
権
者
は
、
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

職
員
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始

業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮

し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公

務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）

ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期

間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

る
。

５

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び
に
始

業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮

し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該

職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と

認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ

き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職

員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職

員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員

が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る

特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に

請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が

裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条

の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る

職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
八
条
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ

て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に

あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も

の

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
四
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項

又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に

お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤

務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し

て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該

勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振

り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の

う
ち
三
時
間
四
十
五
分
若
し
く
は
四
時
間
を
当
該
勤

務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
三
時
間
四
十

五
分
若
し
く
は
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）

第
六
条
の
二

任
命
権
者
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し

て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
時
間
外
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置

の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
代
休

時
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
内
に
あ
る
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
、
第
四
条
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
勤
務
日
等
」
と
い

う
。
）（
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間

外
勤
務
の
制
限
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
場
合
に
お
い
て
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い

子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ

る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時

ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
四
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
前
条
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特

に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
第

二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り

振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内

に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日

に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期

間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
三
時
間
四

十
五
分
若
し
く
は
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振

る
こ
と
を
や
め
て
当
該
三
時
間
四
十
五
分
若
し
く
は

四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず

る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）

第
六
条
の
二

任
命
権
者
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し

て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
時
間
外
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置

の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
代
休

時
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
内
に
あ
る
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
、
第
四
条
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
勤
務
日
等
」
と
い

う
。
）（
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間

外
勤
務
の
制
限
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
場
合
に
お
い
て
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八

百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該

職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子

縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係

属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員



1-7 

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
を
し
た
と
き
は
、
公
務
の
正

常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
請
求
を
し
た

職
員
に
つ
い
て
は
、
深
夜
以
外
の
時
間
に
お
い
て
当
該

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

２
―
４

（
略
）

５

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
配
偶
者
等
で
負

傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
被
介
護
人
」
と
い
う
。
）
を

介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い

子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ

る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時

ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
被
介
護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を

養
育
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す

る
」
と
、「
深
夜
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十

時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
以
外
」
と
、
第
二
項
中
「
小
学
校
就

学
の
始
期
に
達
し
な
い
子
の
あ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は

「
被
介
護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す
る
」
と
、

第
三
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
」
と
あ

る
の
は
「
被
介
護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を

養
育
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す

る
」
と
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い

子
の
あ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
被
介
護
人
の
あ
る
職

員
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
被
介
護
人
を
介
護
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す

る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る

児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る

職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の

が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の

間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す

る
た
め
に
請
求
を
し
た
と
き
は
、
公
務
の
正
常
な
運
営

を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
つ

い
て
は
、
深
夜
以
外
の
時
間
に
お
い
て
当
該
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

２
―
４

（
略
）

５

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
配
偶
者
（
届
出

を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の

父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、

疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
も
の
（
以
下
「
被
介
護
人
」
と
い
う
。
）
を
介

護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い
子

（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百

十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職

員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁

組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当

該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し

て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現

に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養

子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深

夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
被
介

護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
す
る
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す
る
」
と
、
「
深

夜
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日

の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
」
と
、
第
二
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
し
な
い
子
の
あ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
被
介
護

人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す
る
」
と
、
第
三
項

中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は

「
被
介
護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護
人
を
介
護
す
る
」
と
、

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
な
い
子
の
あ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
被
介
護
人
の
あ
る
職
員
」
と
、
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（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
任
命
権
者
等
の
読
替
え
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
四

条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

「
当
該
子
を
養
育
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
介
護

人
を
介
護
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
任
命
権
者
等
の
読
替
え
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
給
料
の
支
給
方
法
）

第
九
条

（
略
）

２
―
５

（
略
）

６

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
月
の
一
日
か
ら
支
給
す
る
と
き

以
外
の
と
き
、
又
は
月
の
末
日
ま
で
支
給
す
る
と
き
以

外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
月
の
現
日
数
か

ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五

項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週
休

日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割

り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

７

（
略
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超

え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振

り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に
対

し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五

か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務

手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員
が
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え

て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変

更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五

分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
給
料
の
支
給
方
法
）

第
九
条

（
略
）

２
―
５

（
略
）

６

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
月
の
一
日
か
ら
支
給
す
る
と
き

以
外
の
と
き
、
又
は
月
の
末
日
ま
で
支
給
す
る
と
き
以

外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
月
の
現
日
数
か

ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週
休
日
の
日

数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ

つ
て
計
算
す
る
。

７

（
略
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら

れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え

て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り

変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。）
に
対
し
て
、

勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
勤
務

一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百

分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と

し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
が
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た

勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変
更
前
の

勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達

す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

５

第
二
項
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
し
た

勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

第
五
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に

お
け
る
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も

の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
時
間
及
び
割
振
り
変
更

前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
時
間
（
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
が
一
箇
月
に
つ

い
て
六
十
時
間
を
超
え
た
職
員
に
は
、
そ
の
六
十
時
間

を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間

に
つ
き
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た

り
の
給
与
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一
・
二

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
休
日
勤
務
手
当
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
毎
日
曜
日
を
週
休
日
と
定
め

ら
れ
て
い
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
が
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

２

（
略
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
二
十
四
条
の
二

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
第
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定

す
る
職
に
あ
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公

務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
週
休
日
又
は
休
日
等
（
次
項
に
お
い

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
に
当

該
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

２
―
４

（
略
）

５

第
二
項
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
し
た

勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に
お
け
る
勤

務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
の
時
間
及
び
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時

間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
時
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
が
一
箇
月
に
つ
い
て
六
十
時

間
を
超
え
た
職
員
に
は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤

務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第

二
十
七
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与

額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外

勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一
・
二

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
休
日
勤
務
手
当
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
毎
日
曜
日
を
週
休
日
と
定
め
ら
れ
て

い
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
が
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

三
項
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週

休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
日

２

（
略
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
二
十
四
条
の
二

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
第
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定

す
る
職
に
あ
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公

務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
週
休
日
又
は
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週

休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
に
当
該
職
員

に
対
し
て
支
給
す
る
。

２
―
４

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め

る
勤
務
の
形
態
）

第
十
二
条

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条

例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め

る
勤
務
の
形
態
）

第
十
二
条

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条

例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
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（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例
第

七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の

形
態
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員

次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
勤
務

日
が
引
き
続
き
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数

を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
が
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

イ

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週

休
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
当
該

期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十

九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十

三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と

な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。

ロ

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当

た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
当

該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が

十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二

十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分

と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。

二

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日

と
し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休

日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務

を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に

区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育

児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、

二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期

間
）
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時

間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間

十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う

に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時

ま
で
の
間
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
次
に

掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
除

き
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ

る
勤
務
時
間
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を

超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休

日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五

分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五

分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。

二

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た

り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期

間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時

間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間

十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う

に
勤
務
す
る
こ
と
。

改
正
後

改
正
前

（
第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
裁
量
に
よ
る
勤
務
）

第
七
条

（
略
）

２
―
４

（
略
）

５

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、

第
四
条
、
第
六
条
の
二
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
第
二

項
の
第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
裁
量
に
よ
る
勤
務
）

第
七
条

（
略
）

２
―
４

（
略
）

５

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四

条
、
第
六
条
の
二
並
び
に
第
十
条
の
規
定
は
、
第
二
項

の
第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
内
払
）

２

新
条
例
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
防
疫
等
作
業
手

当
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
る
防
疫
等
作
業
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

改
正
後

改
正
前

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
六
条

（
略
）

一

（
略
）

二

異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
事
故
に
よ
り

重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
示
が
さ
れ
、
又
は
同
法
第
六
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
戒
区
域
が
設
定
さ
れ

た
と
き
に
、
職
員
が
、
当
該
指
示
に
係
る
地
域
又
は

警
戒
区
域
内
に
お
い
て
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
の
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

（
防
疫
等
作
業
手
当
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
九
十
円
（
前
項
第
一

号
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
心
身
に
著
し
い
負
担

を
与
え
る
業
務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
）

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務

従
事
し
た
日

一
日
に
つ
き
三
百
八
十
円
（
著
し
く
危
険
で
あ
る
業

務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
そ
の
百

分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

三

（
略
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
六
条

（
略
）

一

（
略
）

二

異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
事
故
に
よ
り

重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告
若
し
く
は
指
示
が
さ
れ
、
又
は

同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
戒
区

域
が
設
定
さ
れ
た
と
き
に
、
職
員
が
、
当
該
勧
告
若

し
く
は
指
示
に
係
る
地
域
又
は
警
戒
区
域
内
に
お

い
て
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
応

急
対
策
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

（
防
疫
等
作
業
手
当
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
九
十
円

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

従
事
し
た
日
一

日
に
つ
き
三
百
八
十
円
（
著
し
く
危
険
で
あ
る
業
務

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に

従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
そ
の
百
分

の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

三

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

項

非

違

行

為

標
準
的
な
懲

戒
処
分
の
種

類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
十
三

公
共
の
場
所
又
は
乗
物
に

お
け
る
痴
漢
行
為
、
衣
服
等

で
覆
わ
れ
て
い
る
内
側
の

人
の
身
体
又
は
下
着
の
盗

撮
、
人
が
通
常
衣
服
の
全
部

又
は
一
部
を
着
け
な
い
状

態
で
い
る
よ
う
な
場
所
に

お
け
る
当
該
状
態
に
あ
る

人
の
姿
態
の
盗
撮
等
（
以
下

「
卑
わ
い
な
行
為
」
と
い

う
。
）
を
す
る
こ
と
。

（
略
）

六
十
四

六
十
三
の
項
の
う
ち
、
常
習

的
に
卑
わ
い
な
行
為
を
す

る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

項

非

違

行

為

標
準
的
な
懲

戒
処
分
の
種

類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
十
三

公
共
の
場
所
若
し
く
は
乗

物
又
は
不
特
定
若
し
く
は

多
数
の
者
が
出
入
り
し
、
若

し
く
は
利
用
す
る
よ
う
な

場
所
若
し
く
は
乗
物
に
お

い
て
痴
漢
行
為
、
盗
撮
等
を

す
る
こ
と
。

（
略
）

六
十
四

六
十
三
の
項
の
う
ち
、
常
習

的
に
痴
漢
行
為
、
盗
撮
等
を

す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
学
校
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次第

一
章
―
第
三
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

適
用
除
外
（
第
二
十
三
条
）

第
五
章

入
学
検
定
料
等
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
九

条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

附
則

（
学
校
運
営
の
た
め
の
経
費
の
確
保
）

第
八
条

校
長
（
大
阪
府
立
水
都
国
際
中
学
校
及
び
大
阪

府
立
水
都
国
際
高
等
学
校
（
以
下
「
民
営
学
校
」
と
い

う
。）
の
校
長
を
除
く
。
）
は
、
委
員
会
に
対
し
、
学
校

経
営
計
画
に
定
め
た
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
経
費
を
要
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
四
節

適
用
除
外

第
二
十
三
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
民
営
学
校
に
は
適
用

し
な
い
。

第
五
章

（
略
）

第
二
十
四
条
―
第
二
十
九
条

（
略
）

第
六
章

（
略
）

（
民
営
学
校
に
対
す
る
読
替
え
）

第
三
十
条

民
営
学
校
に
対
す
る
第
七
条
第
三
項
及
び

第
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

第
三
項
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協
議
会
（
以
下

「
学
校
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
学

校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十

一
号
）
第
七
十
九
条
及
び
第
百
四
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
学
校
評
議
員

（
以
下
「
学
校
評
議
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
十
条

第
二
項
中
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年

文
部
省
令
第
十
一
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
教
育
法

施
行
規
則
」
と
、
「
学
校
運
営
協
議
会
」
と
あ
る
の
は

目
次第

一
章
―
第
三
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
五
章

入
学
検
定
料
等
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八

条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
）

附
則

（
学
校
運
営
の
た
め
の
経
費
の
確
保
）

第
八
条

校
長
は
、
委
員
会
に
対
し
、
学
校
経
営
計
画
に

定
め
た
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費

を
要
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
五
章

（
略
）

第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条

（
略
）

第
六
章

（
略
）
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（
大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
学
校
評
議
員
」
と
す
る
。

第
三
十
一
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
情
報
提
供
等
の
記
録
の
提
供
先
へ
の
通
知
）

第
三
十
条
の
二

実
施
機
関
は
、
訂
正
決
定
に
基
づ
き
実

施
機
関
が
保
有
す
る
情
報
提
供
等
の
記
録
の
訂
正
の

実
施
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
番
号
法
第
十
九
条
第
八

号
に
規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者

又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報

照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該

訂
正
に
係
る
番
号
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ

た
事
項
に
係
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の

も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書

面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
提
供
等
の
記
録
の
提
供
先
へ
の
通
知
）

第
三
十
条
の
二

実
施
機
関
は
、
訂
正
決
定
に
基
づ
き
実

施
機
関
が
保
有
す
る
情
報
提
供
等
の
記
録
の
訂
正
の

実
施
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
総
務
大
臣
及
び
番
号
法
第
十
九
条
第
七
号
に

規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は

同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会

者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正

に
係
る
番
号
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
事

項
に
係
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
も
の

に
限
る
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に

よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次前

文
第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
等
の
特
例
（
第
五
十
三
条
の

三
）

第
五
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

附
則

第
四
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
及
び
指
定

管
理
者
等
（
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
で
、
実
施
機
関
が
指
定
し

た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
管
理
法
人

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
公
立

国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
で
、
教
育
委
員
会
が
指
定

し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同

目
次前

文
第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
の
特
例
（
第
五
十
三
条
の

三
）

第
五
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

附
則

第
四
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
及
び
指
定

管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
で
、
実
施
機
関
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
府
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
管
理
し
て
い
る
図
書
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ

て
い
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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じ
。
）
が
府
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

管
理
し
て
い
る
図
書
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
―
５

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
等
の
特
例

第
五
十
三
条
の
三

前
章
（
第
三
十
四
条
の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
等
に
よ
る
地
方
自
治
法
第
二

百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
又
は
指

定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
に
よ
る
大
阪
府

立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
大
阪
府
条

例
第
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
対
象
学
校
（
以
下
こ

れ
ら
を
「
管
理
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
係
る
個

人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一

項

実
施
機
関
は
、

個
人
情
報

第
四
十
六
条
第
一
項

の
指
定
管
理
者
等
（
以

下
「
指
定
管
理
者
等
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る

個
人
情
報
（
当
該
指
定

管
理
者
等
に
よ
る
第

五
十
三
条
の
三
第
一

項
の
管
理
施
設
（
以
下

「
管
理
施
設
」
と
い

う
。
）
の
管
理
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）

に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
当
該
指
定

管
理
者
等
の
管
理
に

係
る
管
理
施
設
を
所

管
す
る
実
施
機
関
（
以

下
「
指
定
実
施
機
関
」

と
い
う
。
）
は
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
二

項

実
施
機
関
は
、
指
定
管
理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
三

項
第
一
号

府
の

指
定
管
理
者
等
の
職

員
の
う
ち
管
理
施
設

の
管
理
に
係
る
事
務

を
行
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
五

項

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
指

定
管
理
者
等
が

第
七
条
第
一

項
、
第
二
項

及
び
第
三
項

各
号
列
記
以

外
の
部
分

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
四

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

第
七
条
第
五

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

２
―
５

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
の
特
例

第
五
十
三
条
の
三

前
章
（
第
三
十
四
条
の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
（
以
下
「
公

の
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一

項

実
施
機
関
は
、

個
人
情
報

第
四
十
六
条
第
一
項

の
指
定
管
理
者
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
個
人

情
報
（
当
該
指
定
管
理

者
に
よ
る
第
五
十
三

条
の
三
の
公
の
施
設

（
以
下
「
公
の
施
設
」

と
い
う
。
）
の
管
理
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
当
該
指
定

管
理
者
の
管
理
に
係

る
公
の
施
設
を
所
管

す
る
実
施
機
関
（
以
下

「
指
定
実
施
機
関
」
と

い
う
。
）
は
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
二

項

実
施
機
関
は
、
指
定
管
理
者
が

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
三

項
第
一
号

府
の

指
定
管
理
者
の
職
員

の
う
ち
公
の
施
設
の

管
理
に
係
る
事
務
を

行
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
五

項

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
指

定
管
理
者
が

第
七
条
第
一

項
、
第
二
項

及
び
第
三
項

各
号
列
記
以

外
の
部
分

実
施
機
関

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
四

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者

第
七
条
第
五

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は
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項

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
一

項
及
び
第
二

項
各
号
列
記

以
外
の
部
分

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

当
該
実
施
機

関
内

当
該
指
定
管
理
者
等

内

当
該
実
施
機

関
以
外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
八
条
第
二

項
第
六
号

実
施
機
関
内

指
定
管
理
者
等
内

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
三

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
八
条
第
四

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

実
施
機
関
の

指
定
管
理
者
等
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
条

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

第
十
条
第
一

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

実
施
機
関
以

外

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
十
条
第
二

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

第
十
一
条

実
施
機
関
の

職
員

指
定
管
理
者
等
の
職

員
の
う
ち
管
理
施
設

の
管
理
に
係
る
事
務

を
行
う
職
員

第
十
二
条
第

一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

第
二
十
三
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

訂
正
し
な
い

訂
正
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ
な
い

誤
り
を
訂
正

し
な
け
れ
ば

誤
り
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
を
訂
正

す
る
と
き
は

一
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

る
と
き
は

項

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
一

項
及
び
第
二

項
各
号
列
記

以
外
の
部
分

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
内

指
定
管
理
者
内

当
該
実
施
機

関
以
外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

第
八
条
第
二

項
第
六
号

実
施
機
関

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
三

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

第
八
条
第
四

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

実
施
機
関
の

指
定
管
理
者
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
条
、
第

十
条

実
施
機
関

指
定
管
理
者

第
十
一
条

実
施
機
関
の

職
員

指
定
管
理
者
の
職
員

の
う
ち
公
の
施
設
の

管
理
に
係
る
事
務
を

行
う
職
員

第
十
二
条
第

一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

第
二
十
三
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

訂
正
し
な
い

訂
正
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
な
い

誤
り
を
訂
正

し
な
け
れ
ば

誤
り
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
な

け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
を
訂
正

す
る
と
き
は

一
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
る

と
き
は
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（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

全
部
を
訂
正

し
な
い
と
き

全
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

な
い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

第
三
十
一
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

当
該
実
施
機

関
に

指
定
管
理
者
等
に

を
し
な
け
れ

ば

を
指
定
管
理
者
等
に

行
わ
せ
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
の
利
用

停
止
を
す
る

一
部
の
利
用
停
止
を

指
定
管
理
者
等
に
行

わ
せ
る

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

利
用
停
止
を

し
な
い
と
き

利
用
停
止
を
指
定
管

理
者
等
に
行
わ
せ
な

い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

処
理
を
行
い

処
理
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ

処
理
を
行
わ

な
い

処
理
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ
な
い

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
当

該
指
定
実
施
機
関
に

係
る
指
定
管
理
者
等

が

第
四
十
六
条

第
一
項

実
施
機
関
及

び
指
定
管
理

者
等

指
定
管
理
者
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

指
定
管
理
者
等
に
よ
る
管
理
施
設
の
管
理
に
係
る

個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供
に
相
当
す
る
も
の

に
つ
い
て
、
第
七
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項

又
は
第
八
条
第
二
項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

全
部
を
訂
正

し
な
い
と
き

全
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
な

い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

第
三
十
一
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

実
施
機
関
に

指
定
管
理
者
に

を
し
な
け
れ

ば

を
指
定
管
理
者
に
行

わ
せ
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
の
利
用

停
止
を
す
る

一
部
の
利
用
停
止
を

指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

利
用
停
止
を

し
な
い
と
き

利
用
停
止
を
指
定
管

理
者
に
行
わ
せ
な
い

と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

処
理
を
行
い

処
理
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ

処
理
を
行
わ

な
い

処
理
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
な
い

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
当

該
指
定
実
施
機
関
に

係
る
指
定
管
理
者
が

第
四
十
六
条

第
一
項

実
施
機
関
及

び
指
定
管
理

者

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係
る
個

人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供
に
相
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
第
七
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又

は
第
八
条
第
二
項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
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（
大
阪
府
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

大
阪
府
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
阪
府
条
例

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
に
よ
る
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
が
既
に
行
わ
れ
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
管
理
者
等
に
よ
る
管

理
施
設
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は

提
供
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条

第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
八
条
第
二

項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
審
議
会
の
意
見

の
聴
取
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
九
条

実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ

っ
た
者
、
第
十
条
第
二
項
の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
従

事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
、
公
社
の

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
指
定
管
理
者

等
が
行
う
管
理
施
設
の
管
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い

る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集

合
物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
特
定
の
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

行
政
文
書
を
い
う
。
）
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製

し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と

き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

に
よ
る
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
が
既
に
行
わ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施

設
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供

に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
三

項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
八
条
第
二
項
第

九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
審
議
会
の
意
見
の
聴

取
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
九
条

実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ

っ
た
者
、
第
十
条
第
二
項
の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
従

事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
、
公
社
の

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
及
び
指
定
管
理
者

が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な

い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合

物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
特
定
の
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
行

政
文
書
を
い
う
。）
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、

又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

改
正
後

改
正
前

（
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
）

第
二
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）

六

府
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
公
立
国
際
教
育
学
校
等
の
管
理
を
行
わ
せ
て

い
る
も
の
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
で
当
該

管
理
の
業
務
に
係
る
も
の

（
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
）

第
二
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）


